
 

参考-1 

参考Ⅰ 自転車に係わる動向と区の上位計画・関連計画 

 

１．自転車に係わる国や都の動向や方針等 

１）国の動向 

①「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」（H23.10 警察庁交通局） 

平成 23 年 10 月、自転車利用による交通安全上の問題に対し、警察庁交通局より「良好

な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」の通達が出された。 

同通達では、近年の自転車に係る交通状況を踏まえ、車道を通行する自転車の安全と歩

道を通行する歩行者の安全の双方を確保するため、自転車は「車両」であるということを、

自転車利用者のみならず、自動車等の運転者をはじめ、交通社会を構成する全ての者に徹

底させることとしている。 

そのために、自転車道や自転車専用通行帯等の自転車の通行環境の整備を推進し、自転

車本来の走行性能の発揮を求める自転車利用者には歩道以外の場所を通行するよう促すと

している。 

それとともに、車道を通行することが危険な場合等、当該利用者が歩道を通行すること

がやむを得ない場合には、歩行者優先というルールの遵守を徹底させることが必要である

としている。 

 

図 「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」概要 
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②「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（H24.11 国土交通省道路局、警察庁交

通局）（以下、「国ガイドライン」） 

H24 年 11 月、国土交通省道路局と警察庁交通局により、「安全で快適な自転車利用環境

創出ガイドライン」が策定され、面的な自転車ネットワーク形成のための路線選定と自動

車の速度や交通量を踏まえた整備形態の選定についての指針が示された。 

【自転車ネットワーク路線の選定について】 

既存の道路ネットワークや計画中および事業中の道路から、計画目標の達成のために必

要となる、面的な自転車ネットワークを構成する路線を選定するものとする。その際、地

域内の主要施設立地の現状や見込み、自転車関連事故、地域の課題・ニーズ、自転車通行

空間の整備状況等の観点から、連続性を確保するために必要な路線を適宜組み合わせて選

定するものとしている。 

【整備形態の選定について】 

「車道を通行する自転車」の安全性の向上の観点から、自動車の速度や交通量を踏まえ、

自転車と自動車を分離する必要性について検討するものとしている。 

交通状況を踏まえた選定の考え方として、自動車の速度が高い道路（Ａ）では、自転車

と自動車を構造的に分離するものとする。また、速度が低く自動車交通量が少ない道路（Ｃ）

では、自転車と自動車は混在通行とするものとする。その中間にあたる交通状況の道路（Ｂ）

では、自転車と自動車を視覚的に分離するものとしている。 

また、自転車は「車両」であるという大原則に基づき、自転車が車道を通行するための

道路空間について検討するものとしており、既設道路では道路空間の再配分や道路拡幅の

可能性を検討するものとしている。 

 

図 交通状況を踏まえた整備形態の選定の考え方と分離に関する目安 
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２）東京都の動向 

①「東京都自転車走行空間整備推進計画」（H24.10 東京都） 

「2020 年の東京」計画において、自転車走行空間を平成 32 年までに新たに 100 キロメ

ートルを整備することとしており、その実現のため、道路の幅員や利用状況に応じ、車道

の活用を基本とした自転車道や自転車レーンなどの整備手法と安全性・利便性向上の視点

から選定した優先整備区間などを取りまとめた「東京都自転車走行空間整備推進計画」を

策定した。 

なお、千代田区内に優先整備区間はなく、優先整備区間以外については、新設・拡幅事

業、無電柱化やバリアフリー化、歩道改善などの道路の改築事業の際に、自転車走行空間

が確保可能な場合については、自転車走行空間の整備に取り組んでいくとしている。 

自転車走行空間整備にあたり、歩行者、自転車、自動車は、移動速度や特性が異なるた

め、交通安全の観点から、歩行者、自転車、自動車それぞれの通行空間を確保できる場合

には、構造的に分離した自転車走行空間の整備を行うとしている。 

道路幅員が狭いなど、構造的に分離した通行空間の整備が困難な場合には、車道を活用

した自転車レーンや歩道内での分離などにより自転車走行空間の整備を行うこととすると

している。 

 

図 優先整備区間 
※優先整備区間約 150km を記したものであり、このうち約 100km を 2020 年度までに整備する 

※凡例の整備済み区間は平成 23年度までの整備済み箇所である。 
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 ②東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（平成２５年７月１日施行） 

東京都では、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩

行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっており、交通ルールの習得や点

検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業

者、家庭といった自転車利用者に関係する者の役割を明らかにして、自転車の安全で適正

な利用を社会全体で促進することを目的として、条例を制定した。 

           【都条例抜粋】 

 

第 14条（事業者による自転車の安全で適正な利用に係る研修の実施等） 

事業者は、自転車を利用して通勤する従業員が自転車を安全で適正に利用する

ことができるよう、研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を講じるよう努

めなければならない。 

 

第 16条（児童の教育又は育成に携わる者による措置等） 

児童の教育又は育成に携わる者は、当該児童が自転車を安全で適正に利用するこ

とができるよう、指導、助言その他の必要な措置を講じるよう努めなければなら

ない。 

 

第 24条（自転車道の整備等） 

都は、自転車道、自転車駐車場その他の自転車の安全で適正な利用のための環境

の整備に資する事業が効果的かつ適切に実施されるよう、区市町村その他の関係

者と連携して必要な措置を講じるものとする。 

 

第 27条（自転車損害賠償保険等への加入等） 

 自転車利用者は、自転車の利用によって生じた他人の生命、身体又は財産の損

害を賠償することができるよう、当該損傷を填補するための保険又は共済への加

入その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

 

第 29条（自転車の駐車需要を生じさせる事業者による適正な駐車の促進） 

 事業の実施により自転車の駐車需要を生じさせる者は、顧客、従業員等による

自転車の駐車が道路交通法の規定に違反しないよう、自転車の駐車場所の確保、

自転車駐車場の利用の啓発その他の必要な措置を講じるよう努めなければならな

い。 

 

第 30条（通勤に利用する自転車の駐車場所の確保又は確認） 

 特定事業者は、従業者の通勤における自転車の駐車について、規則で定めると

ころにより、当該駐車に必要な場所を確保し、又は従業員が当該駐車に必要な場

所を確保していることを確認しなければならない。 
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２．区の関連計画 

 

１）千代田区第 3次長期総合計画 

「千代田区第 3 次基本構想～千代田新世紀構想～」（平成 13 年 10 月策定）では、「都心

の魅力にあふれ、文化と伝統が息づくまち千代田」という将来像が示され、その実現のた

めの「施策の道すじ」のうち「だれもが安全で、快適に移動できるまち」において「歩行

者と自転車、車が共存できるまちをめざし、移動しやすい交通環境を整備する」としてい

る。 

｢(改定)千代田区第 3次基本計画｣（平成 22年度～平成 26年度）では、｢目標 5 多様な

ライフスタイルを選択できるまち｣に、「32 自転車も歩行者も安心して利用できる環境を整

備します」と位置づけている。 

その中で、自転車と歩行者それぞれの安全、放置自転車などの課題解決の方向性として、

自転車シェアリングの実現、駐輪場整備と放置禁止区域の指定、交通事情を勘案しての自

転車道整備を目指すこととしている。 

目指すべき 5 年後の姿として、自転車シェアリングの実施、放置自転車台数 20％減(平

成 20 年度比)、１路線以上の自転車道整備を示しており、その実現のための取組として放

置自転車対策、自転車マナーアップ対策、自転車通行環境づくり事業を位置づけている。 

 

図 「（改定）千代田区第３次基本計画」で位置づけられた取組 
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２）「都市計画マスタープラン」（H10.3） 

道路・交通体系整備の目標として、「歩行者と環境にやさしいみち、駅に」を掲げ、自動

車交通による環境への負荷を減らすため、自動車交通の抑制・分散や円滑化、公共交通機

関の整備充実・利用促進等に取り組むとしている。 

取組の方針 1 として、だれもが安心して、心地よく楽しく歩けるみちづくりを進めると

している。そのため、住民・企業・行政が連携・協力し、歩道の整備・拡幅、電柱の地中

化、不法駐車・不法駐輪・路上看板などの適正化を進め、歩きやすい道としていくとして

いる。 

取組の方針 2として、都心の活動と生活を支える公共交通機関の整備と利用促進により、

環境負荷を軽減するとしている。そのため、自転車をレクリエーションや交通手段として

使いやすくするため、自転車のみちの整備やネットワーク化の検討、駐輪場の整備検討を

進めるとしている。 

 

３）「千代田区交通安全計画」（H19.3） 

この計画は、交通安全対策の総合的かつ効果的な諸施策を実施し、交通災害の防止に資

することを目標としており、特に、今後の高齢化社会に向けて、高齢者（65歳以上の人々）

を対象にした交通安全対策の充実を図り、高齢者事故発生件数の過去５年間の平均値（205

件）の一割削減（180件以内）を目指している。 

この中で、自転車に関わることとして、駅周辺での駐輪場整備、放置禁止区域の拡大お

よび取り締まり、啓発・規制の強化、通行環境の整備、利用者による乗車中の交通違反者

に対する取り締まりなどを進めるとしている。 

 

４）「自転車利用環境整備基本計画」（H12.7 東京都、千代田区、中央区） 

東京都と中央区と連名で、都心部における自転車利用環境整備に関し、「自転車での移動

が楽しくなる街づくり」を理念・目標として、業務移動、エリア間移動を中心に考えた主

要国道と都道等幹線道路の活用による自転車走行空間のネットワーク化、駐輪場の整備、

マナー教育・レンタサイクル等の社会環境の整備に関する基本方針・施策内容を整理して

いる。 
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表 施策ごとの基本方針 

 考え方・基本方針 

自転車走

行空間の

整備 

◆ネットワークの考え方： 

①都心地区全体に均等なネットワークを形成する 

②主要国道、都道等幹線道路を活用する 

③業務移動、エリア間移動を中心とする 

④住商混在地区等のエリア内は将来的にコミュニティ路線で整備する 

◆目標：歩行者や自動車と分離した走行空間の形成を目指す（車道上での確保、歩道上での確保） 

駐輪場の

整備 

◆駅周辺の駐輪場を整備 

◆様々な用途に応じた駐輪場の整備 

社会環境

の整備 

◆自転車利用空間を整備するとともに、より自転車が使いやすくなるような社会環境を

整備する（①マナー教育の検討、②レンタサイクルの検討、③道路標識、案内板設置

の検討、④自転車利用促進のための PR活動） 

 

図 ネットワーク図 

 
 

 

５）「環境モデル都市行動計画」（H21.3） 

環境モデル都市としての取組骨子において、運輸部門の削減シナリオの③に自転車活用

対策を位置づけている。 

5年以内に具体化する予定の取組として、（c）地域交通対策 の(ハ)都市内自転車利用促

進において、「都心業務地域での業務用も含め、自転車利用の促進を図るため、サイクルポ

ートの体系的整備や自転車レーンを導入した区道整備の検討を進める。」としている。 

 

 

 

 

 

 

出典：「自転車利用環境整備

基本計画」（H12.7 東京都、

千代田区、中央区） 
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参考Ⅱ 自転車に係わる取組状況 

 

１．自転車道整備に向けた取組 

【神田警察通りでの社会実験】 

平成 22年 1月～2月の土・休日に、神田警察通りをモデル路線として、地域と連携した

仮設自転車レーン社会実験を実施した。実験では、車道と自転車レーンを分離するためカ

ラーコーンとバーを設置し走行空間を確保した。結果、利用者からは路上駐車が無く安全

に走行できたなどの好評を得たが、沿道事業者からは、パーキングや荷捌きなどが不便に

なったなどの意見があった。 

 

 

 

 

 

長１． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 100〜150m 

神田警察通り 

【神田警察通りを中心としたまちづくり】 

神田警察通りでは、沿道地域のまちづく

りについて検討する地域の協議会を設置

し、今後のまちづくりの指針となる「神田

警察通りまちづくりガイドライン」を策定

した。 

その中で、歩道拡幅はもとより自転車道

を整備し、併せて緑豊かな並木道を整備す

ることで、安全で快適に利用できる道路環

境づくりの推進を図るべく検討を進めて

いる。 

神田警察通りの整備イメージ 

歩行者

自転車 

歩行者

自転車 

自動車（３車

線一方通行） 

現況：４車線一方通行・駐車レーン、歩道幅員 2.7〜

3.5m（有効 1.3〜2.2m） 

 

 

※道路断面構成などの計画は確定したものではありません 

幅員２２ｍ 延長１．４ｋｍ 
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12 

東京駅周辺図 
放置台数 ４１９台 自転車(前年度４８１台） 

調査日   Ｈ２４．１０ 

調査時間  平日 11 時頃 

天  気   晴天時 

調査範囲  駅中心から５００m 同心円内 

38 

11 

23 

鍛冶橋高架下 

ｺｲﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 

１３４台収容 

40 

西側 丸の内口 

 １４６台 

南側 京葉口 

 ３８台 

16 

ＪＲ敷地 

北側 日本橋口 

 ２３２台 

東側 八重洲口 

中央区調査 

38 

 

実証実験(H25.1-3) 

仮設無料駐輪場設置 

１５０台程度 

実証実験(H25.3) 

仮設無料駐輪場設置 

８０台程度 

車両 警告・誘導 

車両 警告・誘導 

凡例 
 警告・周知看板一式 

２．駐輪場整備に係わる取組 

【東京駅周辺放置自転車対策実証実験】 

東京駅周辺の放置自転車が問題となる中、平成 25年 1月～3月、区道に仮設駐輪場２３

０台を設置するとともに、永代通りを中心に誘導員による仮設駐車場への駐車を促した。

その結果、永代通りなどの放置は解消し、仮設駐輪場では 7～8割の利用率があった。この

結果を踏まえて、平成 25年度中に有料のコインパーキングの設置を予定している。 

  

図 平成 24年度東京駅周辺の放置台数調査図      図 東京駅周辺放置自転車対策実証実験実施箇所 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設自転車駐車場と誘導員 
（H25/2/12（火）9 時台） 
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【東京駅周辺放置自転車対策会議】 

平成 25年 1月～7月にかけて開催された東京駅周辺放置自転車対策会議において、今後の公共

及び事業者による駐輪場設置予定が示された。 

 

図 東京駅周辺公共駐輪場設置予定（H25～30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都 HP(http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2013/07/40n7i200.htm) 

 

 

 

【自転車放置禁止区域の指定】 

 東京駅周辺地域は現在自転車放置禁止区域に指定されていない。自転車放置禁止区域に指定す

るためには、駐輪場の整備が必要であり、道路や公共用地、民間敷地等を利用し、東京駅周辺に

一定の駐輪場が確保された後には、大手町、丸の内、有楽町地区を順次放置禁止区域に指定する

方向である。 
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３．コミュニティサイクル社会実験 

【取組概要】 

平成 21年の「環境モデル都市」計画、平成 22年「（改定）第 3次基本計画」における位

置づけを背景に、低炭素型大都市モデルの実現、観光・地域の活性化、公共交通網の補完

による移動支援、放置自転車削減など多様な観点におけるコミュニティサイクルの必要性

から、これまで 5 回の社会実験を実施した。 

【成果】 

利用実態の検証結果では、区内だけでなく周辺区も含めた広域的な利用と、観光・レジ

ャー、買い物、業務等多様な目的の利用実態があることが明らかになった。 

【課題】 

サイクルポート設置場所の確保のため、道路・公園等の公共施設の占用や民間公開空地

の活用、自立的な運営に向けての副次的収入確保のための屋外広告物の規制緩和などが課

題となっている。 

また、利用者の利便性や効率的な運営等から、隣接区を含めた広域的な運営体制が求め

られており、東京都や周辺区との連携が必要となっている。 

 

図 レンタサイクル実施箇所および社会実験実施箇所 

 
出典：｢千代田区におけるコミュニティサイクルのあり方に関する調査･提案報告書｣平成 24年 3月、｢全国コミュニティ

サイクル担当者会議【対象地区:千代田区(大丸有地区･周辺地区環境交通推進協議会)】｣平成 23年 2 月 21日 
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表 レンタサイクル・コミュニティサイクルの社会実験の実施状況 

社会実験 実施時期 サイクルポート設置場所 運営システム 実施主体 

①大丸有地

区を対象と

した有人型

システム 

H21/2/11(水)～

15(日)、21(土)、

22(月) 

○大丸有地区民間ビル敷地内 

・ポート：三菱ビル、東京サン

ケイビル 

・一時駐輪場：丸の内仲通りビ

ル、富士ビル、新国際ビル 

有人管理 大丸有地区

「かしこい道

路空間の活

用」社会実験

実行委員会 

②外資系ホ

テル等との

連携による

有人型シス

テム（大丸有

地区及びそ

の周辺地区） 

H21/9/29(火)～

H21/10/12(月) 

○区内外の外資系ホテル 

【区内】大丸有地区 4か所 

・有楽町（1）、丸の内（2）、八重

洲（1） 

【区外】3か所 

・日本橋（1）、恵比寿（1）、六本

木（1） 

ホテル等施設管理

者による有人管理 

株式会社日

の丸リムジ

ン 

③大丸有地

区を対象と

した無人型

システム 

H21/10/2 (金 )

～

H21/11/30(月) 

○道路、公開空地 

・道路区域：丸の内仲通り（有

楽町電気ビル前） 

・公開空地（街並み景観重点地

区内）：新丸の内ビル前、丸

の内ビル前 

・公開空地：大手町センタービ

ル前 

非接触ＩＣカード

(FeliCa) ・ FeliCa 

搭載携帯電話・専用

カードによる個人

認証方式 

クレジットカード決

済。情報通信システム

による台数管理。 

大丸有地区

コミュニテ

ィサイクル

社会実験協

議会 

④ 四 ツ 谷

駅・秋葉原駅

等千代田区

全域を対象

とした有人

型システム 

H22/1/16(土)～ 

H22/2/14(日)の

土日のみ 

○駅周辺公共施設、民間敷地 

・神田駅、秋葉原駅、飯田橋駅、

市ヶ谷駅、四ツ谷駅、九段下

駅の 6駅周辺の広場、公共施

設内、民間敷地 

・大丸有地区：仲通りビル及び

新国際ビルの駐輪場 

学生等事務局スタ

ッフによる有人管

理 

大 丸 有 地

区・周辺地区

環境交通推

進協議会 

⑤地域（店主

等）が管理・

運営に参画

した有人型

システム（神

田・秋葉原・

神保町周辺） 

H22/10/25( 月 )

～ 

H22/11/24(水) 

（店舗営業日） 

○地域の大学構内、民間敷地等 

・神田駅・秋葉原駅・神保町駅

周辺エリアの大学、店舗、神

社等敷地内 11か所 

店主、施設関係者、

学生等による有人

管理システム 

大 丸 有 地

区・周辺地区

環境交通推

進協議会 

出典：「千代田区におけるコミュニティサイクルのあり方に関する調査・提案報告書」平成 24年 3月、「全

国コミュニティサイクル担当者会議【対象地区：千代田区（大丸有地区・周辺地区環境交通推進協議会）】」

平成 23年 2月 21日 

 

注：コミュニティサイクルについて 

レンタサイクルの形態のひとつで、一定範囲内の街中

に、複数のサイクルポート（貸出・返却拠点）に設置し

てある自転車を必要な場所、好きな場所で、借りたり返

却したりすることができるシステムのことである。 

日本では、横浜のみなとみらい、江東区の臨海部（豊

洲、お台場）、富山市の中心市街地等で、取り組まれてい

る。これらの都市では、コミュニティサイクルの導入に

より、移動手段の多様化によりまちの活性化や回遊性向

上を高めるとともに、環境面での効果が期待されている。 

コミュニティサイクルの概念図 

 
出典：富山市ホームページ 
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図 コミュニティサイクル利用者の移動範囲と経路 

（2010 年度に実施された第 2 次コミュニティサイクル社会実験） 

 
出典：平成 22 年度「千代田学」調査・研究実績報告書：法政大学「千代田区内の事業所における自転車

利用の実態とレンタルサイクル導入の可能性」 
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４．交通安全に関する普及・啓発の取組 

毎年、春と秋の 2 回実施の千代田区交通安全運動期間中に、地元警察署および交通安全

協会により、小学校校庭や広場等において自転車の交通安全教室が開催されている。 

それとは別に、区内の小中学校の生徒を対象として、地元警察署および千代田区教育委

員会により、区内 3中学校、6小学校において「自転車安全教室」が開催されている。 

また、区民や来街者を対象として、財団法人自転車産業振興協会によりパレスサイクリ

ング会場で自転車乗り方教室が毎週日曜日に開催されている。 

そのほか、平成 24 年 11 月には、地域コミュニティ活性化事業の一環として、小川広場

において自転車乗り方教室が開催された。 

 

表 平成 24年春の千代田区交通安全運動期間中前後の自転車利用に関する催し物 

主催 催し物 日時 場所 

麹町警察署 

麹町交通安全協会 

子どもと高齢者の自転車実技教室 4月 7日(土) 

14：00～15：00 

麹町小学校校庭 

二輪車ストップ作戦・ 

自転車安全利用キャンペーン 

4月 10日(火) 

14：00～15：00 

九段下交差点 

丸の内警察署 

丸の内交通安全協会 

自転車交通安全教室 4月 8日(日) 

14：00～15：00 

皇居外苑(外苑広場) 

神田警察署 

神田交通安全協会 

親子自転車教室 4月 8日(日) 

14：00～15：00 

小川広場 

万世橋警察署 

万世橋交通安全協会 

高齢者自転車教室 3月 20日(火) 

10：00～11：00 

旧千桜小学校跡地 

   出典：区資料 

 

図 自転車の交通安全に関する普及啓発の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「平成 24年春の交通安全運動」千代田区交通安全対策協議会、区資料 
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５．皇居周辺における取組 

【取組概要】 

皇居外周道路において、ランナー人口と自転車利用者が増加し、歩行者との接触の危険

性が高まっている問題に対して、皇居周辺地域委員会において交通量調査や利用者からの

提案等をもとに、安全・快適な環境づくりについて検討している。 

取り組む施策のひとつとして、利用者のマナー向上を促すことで共有を図るため、「皇居

周辺歩道利用マナー」の策定に取り組んでおり、自転車利用者に対しては軽車両として原

則車道通行と歩道通行時は徐行がルールであることの徹底を図ろうとしている。 

 

図 皇居周辺地域検討委員会における検討区間 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皇居外周歩道のランナー、自転車利用者 
（H25/2/16（土）11時台） 


